
(証券コード7894)
平成28年５月12日

株 主 各 位
福岡県小郡市干潟892番地１

丸 東 産 業 株 式 会 社
代表取締役社長 瀧 山 浩 二

　

第69期定時株主総会招集ご通知
　

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

　さて、当社第69期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ

いますようご通知申しあげます。

　なお、本総会の付議事項には、その決議に定足数を必要とする議案がございますの

で、当日ご出席願えない場合は、お手数ながら後記参考書類をご検討くださいまして、

同封の委任状用紙に賛否をご表示いただき、ご押印のうえ、折り返しご送付ください

ますようお願い申しあげます。

敬 具
記

１．日 時 平成28年５月27日（金曜日）午前10時

２．場 所 福岡県小郡市干潟892番地１

当社３階会議室

３．会議の目的事項

報 告 事 項 1. 第69期（平成27年３月１日から平成28年２月29日まで）事業報

告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算

書類監査結果報告の件

2. 第69期（平成27年３月１日から平成28年２月29日まで）計算書

類報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 定款一部変更の件

第３号議案 取締役６名選任の件

第４号議案 監査役１名選任の件

第５号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

（議案の概要は、後記の「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書

類」に記載のとおりであります。）

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の委任状用紙を会場受付にご提出くださいま
すようお願い申しあげます。
なお、招集ご通知添付書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社のウェ
ブサイト（アドレス http：//www.marutosangyo.co.jp）に修正後の事項を掲載さ
せていただきます。
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(添付書類）

事 業 報 告

（平成27年３月１日から
平成28年２月29日まで）

　

１．企業集団の現況に関する事項
　(1) 事業の経過及びその成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、政府及び日銀の経済政策を背景に、企

業収益や雇用情勢に改善の動きが見られるなど、緩やかな回復基調で推移いたし

ました。

　一方で、個人消費の持ち直しの動きに遅れが見られ、また中東産油地域におけ

る地政学的リスクや、中国における経済成長の減速など、依然として不透明な状

況で推移いたしました。

　このような状況の中、当社グループは、４月に「ファベックス２０１５」、７月

には「インターフェックスジャパン」、１０月には「ジャパンパック２０１５」に

出展し、来場される食品・医薬品メーカー様へ当社独自製品をご案内し拡販に努

めてまいりました。

　また、「JAPAN PACK AWARDS ２０１５」においては、当社の易開封技術「直進く

ん®」が『独創技術賞』を受賞いたしました。

　当期においては新製品としてレトルト食品の充填性を高める液体包装フィルム

「マルトップ®ML-R」を紹介させて頂きました。ご好評いただいております包装内

の湿度を調節できる「吸湿フィルム」につきましても、引き続き拡販を進めてお

ります。

　当社グループは、経営理念であります「お客様第一主義」を実践するべく、消

費者の皆様の立場に立って、袋の開封し易さを向上させることに取り組み、また、

食品・医薬品などのメーカーのお客様の生産効率アップにもお役に立つため、全

社一丸となって取り組んでまいりました。

　この結果、売上高155億５千３百万円（前期比3.4％増）、営業利益５億４千１百

万円（前期比52.9％増）、経常利益５億６千１百万円（前期比42.9%増）、当期純利

益３億２千４百万円（前期比31.0％増）となりました。

　
製品別の業績は次のとおりであります。
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（複合フィルム）

　当連結会計年度は、当社独自製品の「マルトップ®ＭＬシリーズ」及び「吸湿フ

ィルム」のほか、スタンドジップ袋など付加価値の高い製品の拡販と、海外の新

規取引先の開拓も寄与して、前連結会計年度に比べて売上高は５億６千１百万円

増加し103億７百万円（前期比5.8％増）となりました。
　

（単体フィルム）

　当連結会計年度は、国内医薬品メーカー向けのフィルムは堅調に推移いたしま

したが、パンなど軽包装用が減少し、前連結会計年度に比べて売上高は３百万円

減少し13億２千３百万円（前期比0.3％減）となりました。
　

（容 器）

　当連結会計年度は、香港向けの食品容器が好調に推移したほか、国内ではみそ

容器や漬物容器、納豆容器の販売が堅調に推移し、前連結会計年度に比べ売上高

は１億６千４百万円増加し、13億５千９百万円（前期比13.7％増）となりました。
　

（そ の 他）

　当連結会計年度は、前期好調であった海外の回転寿司チェーン向けの機械の輸

出が減少しました。国内において大型の給袋式充填包装機の販売がございました

が、前連結会計年度に比べ売上高は２億６百万円減少し、25億６千３百万円（前

期比7.5％減）となりました。
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　(2) 対処すべき課題

　国内経済は、政府及び日銀の経済政策により、緩やかな回復傾向が報道等で言

われておりますが、一昨年の消費増税以降は、消費者の購買行動が慎重になるな

ど、個人消費の回復には停滞感もあり、先行きは不透明であります。

　また、原油価格は、需給バランス及び為替レートや地政学的リスク等により、

今後も不安定な状況で推移することが予想されます。石油化学製品である樹脂や

フィルム等を主材料としている当社及び当社の属する業界は、今後も予断を許さ

ない状況が続くものと考えております。

　このような状況下で、収益の維持拡大のためには、販売面では当社独自の技術

を駆使した製品で、お客様のお役に立つことが必須であると考えております。ま

た、海外の販売子会社については、現地企業のお客様はもちろん海外進出される

日系企業のお客様にも販売を強化してまいります。生産面ではグループ全体での

工場稼働率の向上と、原価低減を行い、市場での競争に打ち勝つ納期・品質・価

格を実現していかなければならないと考えております。

　今後は、安定した利益体質を基本とした事業展開を図るため、今年新発売した

分割包装フィルム「まぜるっちゃん」、「直進くん®」や「マルトップ®MLシリー

ズ」、「吸湿フィルム」をさらに工夫して販売を強化し、包装に要求される機能に

対応した製品の開発につとめて、持続的成長をできる経営基盤を築いてまいりま

す。

　株主の皆様におかれましては、今後ともなお一層のご支援、ご鞭撻を賜ります

ようお願い申し上げます。
　
　(3) 設備投資の状況

　当連結会計年度中に実施した設備投資の総額は３億３千４百万円であり、その

主なものは、当社福岡工場複合フィルム製造設備であります。
　
　(4) 資金調達の状況

　特記すべき事項はありません。
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　(5) 財産及び損益の状況の推移

区 分
第66期

（平成24年３月１日から
平成25年２月28日まで）

第67期

（平成25年３月１日から
平成26年２月28日まで）

第68期

（平成26年３月１日から
平成27年２月28日まで）

第69期(当連結会計年度)

（平成27年３月１日から
平成28年２月29日まで）

売 上 高（千円) 13,697,758 14,481,171 15,037,469 15,553,697

経 常 利 益（千円) 191,398 336,127 393,191 561,813

当期純利益（千円) 130,406 186,086 247,447 324,138

１株当たり当期純利益 ８円21銭 11円72銭 15円58銭 20円42銭

総 資 産（千円) 10,244,803 11,047,128 11,735,542 11,875,036

純 資 産（千円) 3,706,877 3,882,777 4,094,806 4,350,878

１株当たり純資産 233円44銭 244円52銭 257円42銭 273円83銭

(注) １株当たり当期純利益、１株当たり純資産は、発行済株式総数から自己株式数を控除した株式
数に基づき算出しております。

　(6) 重要な親会社及び子会社の状況

　 ① 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

香港包装器材中心有限公司 5,000千香港ドル 100.00％ 単体フィルム及び容器等の販売

丸 東 印 刷 株 式 会 社 60,000千円 100.00％ 複合フィルムの製袋加工

MARUTO(THAILAND)CO.,LTD. 10,000千タイバーツ 80.00％ 包装資材の仕入販売及び輸出・輸入

　当社の連結子会社は上記の３社であります。当連結会計年度の連結売上高は

155億５千３百万円（前期比3.4％増）、当期純利益は３億２千４百万円（前期比

31.0％増）となりました。

　 ② 事業年度末日における特定完全子会社の状況

　該当事項はありません。
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　 ③ その他

　久光製薬株式会社は当社の議決権を39.8％（6,314千株）、凸版印刷株式会社

は当社の議決権を18.9％（3,000千株）それぞれ所有しており、当社は両社の持

分法適用関連会社であります。当社は、久光製薬株式会社へ複合フィルム、単

体フィルム及びその他の包装資材を販売し、また、凸版印刷株式会社へは複合

フィルム及び単体フィルム等の仕入販売並びに複合フィルム製造工程の一部の

外注加工を行っております。

　(7) 主要な事業内容

　当社及び子会社３社は、包装資材（複合フィルム及び単体フィルム）の製造販

売並びに包装資材（複合フィルム、単体フィルム及び容器等）の仕入販売を主な

事業内容としております。

　(8) 主要な事業所及び工場

　 ① 当社

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地

本 社 福岡県小郡市 福 岡 営 業 所 福岡市東区

福 岡 工 場 福岡県小郡市 小 郡 営 業 所 福岡県小郡市

北 関 東 営 業 所 栃木県小山市 諫 早 営 業 所 長崎県諫早市

東 京 営 業 所 東京都墨田区 熊 本 営 業 所 熊本市中央区

名 古 屋 営 業 所 名古屋市北区 大 分 営 業 所 大分県大分市

大 阪 営 業 所 大阪市淀川区 宮 崎 営 業 所 宮崎県宮崎市

広 島 営 業 所 広島市南区 鹿 児 島 営 業 所 鹿児島県鹿児島市

下 関 営 業 所 山口県下関市 沖 縄 営 業 所 沖縄県那覇市

　 ② 子会社

香港包装器材中心有限公司 香港新界

丸東印刷株式会社 福岡市東区

MARUTO(THAILAND)CO.,LTD． タイ王国 バンコク都
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　(9) 企業集団及び当社の従業員の状況

　 ① 企業集団の従業員の状況

従業員数（前期末比増減）

367名 (４名減)

(注) 上記従業員数には臨時従業員、パート及び嘱託並びに派遣社員69名は含まれておりません。

　 ② 当社の従業員の状況

従業員数（前期末比増減） 平 均 年 齢 平均勤続年数

330名 (６名減) 37.1歳 12.9年

(注) 上記従業員数には臨時従業員、パート及び嘱託並びに派遣社員53名は含まれておりません。

(10) 主要な借入先の状況

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 西 日 本 シ テ ィ 銀 行 543,399千円

株 式 会 社 佐 賀 銀 行 527,477

株 式 会 社 福 岡 銀 行 369,004

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 82,431
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２．会社の株式に関する事項
　(1) 発行可能株式総数 45,610,000株

　(2) 発行済株式の総数 15,876,396株 (自己株式26,104株を除く)

　(3) 株主数 463名

　(4) 大株主の状況

株 主 名 持 株 数 持株比率

久 光 製 薬 株 式 会 社 6,314千株 39.8％

凸 版 印 刷 株 式 会 社 3,000 18.9

日 本 ポ リ エ チ レ ン 株 式 会 社 824 5.2

丸 東 産 業 従 業 員 持 株 会 484 3.1

株 式 会 社 佐 賀 銀 行 300 1.9

株 式 会 社 西 日 本 シ テ ィ 銀 行 272 1.7

株 式 会 社 福 岡 銀 行 250 1.6

鴨 下 英 夫 243 1.5

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 242 1.5

原 口 雅 行 188 1.2

(注) 持株比率は、自己株式（26,104株）を控除して計算しております。
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３．会社役員に関する事項
　(1) 取締役及び監査役の状況

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

取 締 役 社 長 ※ 瀧 山 浩 二

取 締 役 相 談 役 末 安 健 作

取 締 役 尾 﨑 太 郎 総務本部長兼購買本部長

取 締 役 矢 野 宏 也 営業統括

取 締 役 平 山 正 廣 技術担当

取 締 役 鎌 瀬 洋 介 経理担当

取 締 役 山 本 俊 男 税理士

監 査 役 (常 勤) 渡 部 義 久

監 査 役 鶴 田 敏 明 久光製薬株式会社取締役執行役員生産環境本部長

監 査 役 小 谷 友一郎
凸版印刷株式会社取締役西日本事業本部副事業本部
長

監 査 役 松 田 繁 日本ポリエチレン株式会社執行役員企画管理部長

(注) 1. ※は代表取締役であります。
2. 平成27年５月22日開催の第68期定時株主総会による新任取締役
　 取 締 役 山 本 俊 男
3. 平成27年５月22日開催の第68期定時株主総会による新任監査役
　 監 査 役 渡 部 義 久
4. 平成27年５月22日開催の第68期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役
　 取 締 役 篠 田 徹 夫
5. 平成27年５月22日開催の第68期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役
　 監 査 役 川 上 利 民
　 監 査 役 山 本 俊 男
6. 取締役山本俊男氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
7. 監査役小谷友一郎、松田 繁の両氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
8. 当社は社外取締役山本俊男氏を福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同

取引所に届け出ております。
9. 取締役山本俊男氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見

を有するものであります。

　(2) 責任限定契約の内容の概要

　当社は、社外取締役である山本俊男、ならびに社外監査役である小谷友一郎、

松田 繁の各氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第

１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としており

ます。
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　(3) 取締役及び監査役の報酬等の額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
(う ち 社 外 取 締 役)

８名
( １名)

52,613千円
( 2,996千円)

監 査 役
(う ち 社 外 監 査 役)

３名
( １名)

6,671千円
( 490千円)

合 計
( う ち 社 外 役 員 )

11名
( ２名)

59,285千円
( 3,486千円)

(注) 1. 株主総会の決議（平成５年５月27日改定）による取締役報酬限度額（使用人兼務取締役の
使用人分の報酬を除く。）は月額13,000千円以内であり、株主総会の決議（平成５年５月27
日改定）による監査役報酬限度額は月額1,500千円以内であります。

2. 上記には、使用人兼務取締役３名に対する使用人給与相当額12,998千円は含まれておりま
せん。
また、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額6,090千円（取締役5,560千円(内社外取
締役250千円))（監査役530千円（内社外監査役40千円））を含めております。

3. 上記の取締役及び監査役の支給人員には、平成27年５月22日開催の第68期定時株主総会集
結の時をもって退任した取締役１名及び監査役２名を含んでおります。

4. 期末現在の人員数は取締役７名、監査役４名であります。監査役の期末日人員と上記支給
人員との相違は、無報酬の監査役１名及び社外監査役が２名存在していることによるもの
であります。

5. 上記のほかに、第68期定時株主総会の決議に基づき、役員退職慰労金を退任取締役１名に
8,080千円、退任監査役２名に2,700千円をそれぞれ支給しております。なお、金額には、
過年度の事業報告において記載した役員退職慰労引当金の繰入額10,350千円が含まれてお
ります。
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　(4) 社外役員に関する事項

　 ① 重要な兼職先と当社との関係

区 分 氏 名 兼 職 先 兼職の内容 関 係

取 締 役 山 本 俊 男 　税理士 ― ―

監 査 役 小 谷 友一郎 　凸版印刷株式会社
取締役
西日本事業本部
副事業本部長

―

監 査 役 松 田 繁
　日本ポリエチレン株式

会社
　執行役員
　企画管理部長

―

　 ② 社外役員の主な活動状況

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

取 締 役 山 本 俊 男

監査役任期中開催の当事業年度の取締役会２回のうち２回、
監査役会２回のうち２回出席し、又、取締役就任後開催の当
事業年度の取締役会４回のうち４回出席し、税理士として専
門的な見地から適宜発言を行っております。

監 査 役 小 谷 友一郎
当事業年度開催の取締役会６回のうち３回、監査役会７回の
うち４回出席し、会社役員等の経験及び印刷業界における豊
富な経験や見識を基に適宜発言を行っております。

監 査 役 松 田 繁
当事業年度開催の取締役会６回のうち５回、監査役会７回の
うち６回出席し、会社役員等の経験から会社経営全般に関す
る豊富な経験や見識を基に適宜発言を行っております。
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４．会計監査人の状況
　(1) 会計監査人の名称

　有限責任 あずさ監査法人

　(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

　 ① 公認会計士法第２条第１項の業務（監査証明業務）に基づく報酬 21,000千円

　 ② 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

21,000千円

　 上記以外の報酬はありません。

(注) 1. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積
りの算出根拠等についてその適切性・妥当性を検証した結果、上記①の報酬等の額
は合理的なものであると判断し、同意いたしました。
　

2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引
法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、
上記①の金額はこれらの合計額を記載しております。

　(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると

認められるときは、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。

　この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会に

おいて、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。また、監査役

会は会計監査人の職務遂行状況等を総合的に判断し、監査の適正性及び信頼性が

確保できないと認めたときは、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任

に関する議案の内容を決定いたします。

（注）「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年５月１日に施行されたこと
に伴い、会計監査人の解任または不再任に関する議案の決定機関を、取締役会から監査役会に
変更しております。
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５．会社の体制及び方針
　(1) 業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その

他業務の適正を確保するための体制についての取締役会決議の内容の概要は、以

下のとおりであります。

① 当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合

することを確保するための体制

イ．法令等の遵守（以下「コンプライアンス」という。）の推進について「コン

プライアンスマニュアル」を制定し、取締役及び使用人等が、それぞれの

立場でコンプライアンスを自らの問題としてとらえ業務運営にあたるよう、

研修等を通じ指導教育する。

ロ．総務本部長をコンプライアンス全体に関する統括責任者として任命し、コ

ンプライアンス推進室がコンプライアンス体制の構築・維持・整備にあた

る。

ハ．監査役及び内部監査室は連携し、コンプライアンス体制の調査、法令並び

に定款上の問題を調査する。

ニ．取締役及び使用人等が、社内においてコンプライアンス違反行為が行われ、

または行われようとしていることに気がついたときは総務本部長、常勤監

査役等に通報（匿名も可）するものとする。

　 ② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項

イ．法令及び文書取扱規程に基づき、株主総会議事録、取締役会議事録その他

保存が必要とされる文書について、それぞれ保存を必要とする間、関連資

料とともに閲覧可能な状態を維持する。

ロ．取締役または監査役から閲覧の要請があった場合は、規程に定める管理者

は速やかに対応する。

　 ③ 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ．業務執行に係る当社グループのリスクをトータルに認識し適切なリスク対

応を行うため、リスク管理規程を定め当社グループのリスクの総括的かつ

個別的な管理体制を整備する。

ロ．コンプライアンス推進室が、リスク管理全体を統括し、危機管理にあたる

こととする。

ハ．環境・安全リスクを専管する組織としては、安全衛生委員会を設け担当部

門が専門的な立場から、環境面、安全・衛生面、製品安全面、物流面での

部門毎のリスク管理体制を確立する。

　 ニ．内部監査室は、リスク管理の状況を監査する。
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　 ④ 当社の取締役及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを

確保するための体制

イ．定例の取締役会を開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務の執行状況

の監督等を行う。

ロ．取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、取締役が出席す

る経営諮問会議を定期的に開催し、業務執行に関する基本的事項及び重要

事項に係る意見をまとめ、取締役会に答申する。

ハ．業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期計画及び各年度予算

を立案し、当社グル―プの経営方針に基づく経営計画の総括的かつ個別的

な目標を設定する。

　 各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行する。

　 ⑤ 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

イ．当社企業グループ各社にコンプライアンス推進担当者を置きグループ全体

のコンプライアンスを統括・推進する。

ロ．グループ共通のコンプライアンス規程を策定するとともに、相談・通報体

制の範囲をグループ全体とする。

　 ハ．内部監査室は、定期または臨時に子会社に対する監査を実施する。

ニ．子会社へ必要に応じ取締役及び監査役を派遣し、経営面及び管理面等の強

化を図る。

ホ．親会社との取引に関する取引条件については、市場価格を勘案して価格交

渉の上で決定する。

⑥ 子会社の取締役等の職務執行に係る事項の当社への報告に関する体制

　 子会社の経営については、関係会社管理規程に基づき、その自主性を尊重

しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件についての事前協議の実施に

より子会社の経営管理を行う。

⑦ 監査役の職務を補助すべき使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関

する事項

イ．監査役が職務を補助すべき使用人を求めた場合、取締役会は当該監査役の

意見に基づき、内部監査の構成員である使用人を監査役の補助すべき使用

人として指名することができる。

ロ．監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監

査役に委譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けないものとする。

また、当該使用人を懲戒に処する場合には、人事担当取締役はあらかじめ

監査役会の承諾を得るものとする。
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⑧ 当社及び当社子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、

その他の監査役への報告に関する体制

イ．当社グループの取締役、執行役員及び使用人は監査役の求めに応じて会社

の業務執行状況を報告する。

ロ．当社グループの取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実が

あることを発見したときは、直ちに監査役に報告する。

ハ．監査役へ報告を行った者に対し、報告をしたことを理由として不利な取扱

を禁止するとともに、その旨を当社グループにおいて周知徹底する。

　 ⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

イ．常勤監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況

を把握するために重要な会議に出席するとともに、主要な社長決裁書その

他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用

人にその説明を求めることができるものとする。

ロ．監査役は、会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、

情報の交換を行うなど連携を図っていく。

　 ⑩ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い等の処理に係る方針

イ．監査役が職務執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をした

ときは、速やかに支払をする。

ロ．監査役は監査の実施にあたり必要と認めたときは、弁護士、公認会計士、

コンサルタント、その他外部専門家を招聘できる。

　 ⑪ 反社会的勢力の排除に向けた体制

イ．当社は健全な会社経営のため、反社会的な勢力及び団体とは決して関わり

をもたず、不当な要求に対しては毅然とした対応をとる。

ロ．反社会的勢力による不当要求事案等の発生時は、総務本部を対応統括部署

とし、警察等外部専門機関と連携して対応する。

　(2) 業務の適正を確保する為に必要な体制の運用状況の概要

　当社は、業務の適正を確保するための体制の運用状況を定期的に取締役会及び

経営諮問会議で報告し、基本方針に基づき見出された問題点の是正・改善並びに

再発防止のため必要に応じて基本方針の見直しを実施し、また関連する規程の改

定を行っております。当社グループの主な取組みとしては、内部監査計画に基づ

き、当社及び子会社の内部監査を実施いたしました。

　(3) 株式会社の支配に関する基本方針

　当社では、会社の財務及び事業の方針決定を支配する者のあり方に関する基本

方針については、特に定めておりません。
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連 結 貸 借 対 照 表
(平成28年２月29日現在)

(単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

（流 動 資 産）

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形 及 び 売 掛 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

（固 定 資 産）

〔有 形 固 定 資 産〕

建 物 及 び 構 築 物

機 械 装 置 及 び 運 搬 具

土 地

そ の 他

〔無 形 固 定 資 産〕

〔投資その他の資産〕

投 資 有 価 証 券

そ の 他

貸 倒 引 当 金

7,139,571

1,932,813

3,919,897

744,406

298,703

83,706

203,160

△43,116

4,735,464

3,813,824

1,910,670

774,176

1,081,609

47,368

28,445

893,194

860,888

52,684

△20,379

（流 動 負 債）

支 払 手 形 及 び 買 掛 金

電 子 記 録 債 務

短 期 借 入 金

１年内返済予定長期借入金

未 払 金

リ ー ス 債 務

未 払 法 人 税 等

賞 与 引 当 金

そ の 他

（固 定 負 債）

長 期 借 入 金

リ ー ス 債 務

繰 延 税 金 負 債

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

退 職 給 付 に 係 る 負 債

そ の 他

6,310,989

2,000,719

1,601,972

1,719,931

204,653

56,299

11,246

204,766

33,296

478,105

1,213,168

483,323

121,144

94,476

48,200

460,808

5,216

負 債 合 計 7,524,158

純 資 産 の 部

（株 主 資 本） 4,218,738

〔資 本 金〕 1,807,750

〔資 本 剰 余 金〕 786,011

〔利 益 剰 余 金〕 1,627,900

〔自 己 株 式〕 △2,923

(その他の包括利益累計額) 128,709

〔その他有価証券評価差額金〕 239,171

〔為替換算調整勘定〕 18,326

〔退職給付に係る調整累計額〕 △128,787

（少 数 株 主 持 分） 3,430

純 資 産 合 計 4,350,878

資 産 合 計 11,875,036 負債・純資産合計 11,875,036

　(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

（平成27年３月１日から
平成28年２月29日まで）

　
(単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 15,553,697

売 上 原 価 13,005,546

売 上 総 利 益 2,548,150

販売費及び一般管理費 2,006,233

営 業 利 益 541,917

営 業 外 収 益

受 取 利 息 46

受 取 配 当 金 35,804

受 取 保 険 料 16,172

そ の 他 14,711 66,734

営 業 外 費 用

支 払 利 息 17,960

売 上 割 引 4,738

手 形 売 却 損 790

為 替 差 損 5,245

固 定 資 産 除 売 却 損 16,812

そ の 他 1,289 46,837

経 常 利 益 561,813

税金等調整前当期純利益 561,813

法人税、住民税及び事業税 257,555

法 人 税 等 調 整 額 △16,609 240,945

少数株主損益調整前当期純利益 320,868

少 数 株 主 損 失 （△） △3,270

当 期 純 利 益 324,138

　(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

（平成27年３月１日から
平成28年２月29日まで）

(単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 1,807,750 786,011 1,339,346 △2,760 3,930,346

会計方針の変更による累積的影響額 △3,828 △3,828

会計方針の変更を反映した当期首残高 1,807,750 786,011 1,335,517 △2,760 3,926,517

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △31,755 △31,755

当 期 純 利 益 324,138 324,138

自 己 株 式 の 取 得 △162 △162

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 ― ― 292,383 △162 292,220

当 期 末 残 高 1,807,750 786,011 1,627,900 △2,923 4,218,738

　

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
少数

株主持分
純資産合計その他有価証券

評価差額金
為替換算
調整勘定

退職給付
に係る調
整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

当 期 首 残 高 215,904 20,146 △79,131 156,919 7,540 4,094,806

会計方針の変更による累積的影響額 △3,828

会計方針の変更を反映した当期首残高 215,904 20,146 △79,131 156,919 7,540 4,090,977

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △31,755

当 期 純 利 益 324,138

自 己 株 式 の 取 得 △162

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

23,266 △1,820 △49,656 △28,210 △4,110 △32,320

当 期 変 動 額 合 計 23,266 △1,820 △49,656 △28,210 △4,110 259,900

当 期 末 残 高 239,171 18,326 △128,787 128,709 3,430 4,350,878

　(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 注 記 表

【連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等】
　1. 連結の範囲に関する事項

　 (1) 連結子会社

連結子会社は、香港包装器材中心有限公司及び丸東印刷株式会社並びに

MARUTO(THAILAND)CO.,LTD.の３社であります。

　 (2) 非連結子会社

　 該当ありません。

　2. 持分法の適用に関する事項

　 非連結子会社及び関連会社がないため、該当ありません。

　3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

　丸東印刷株式会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

　香港包装器材中心有限公司及びMARUTO(THAILAND)CO.,LTD.の決算日は、12月

31日であります。連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の計算書類を使

用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を

行うこととしております。

　4. 会計処理基準に関する事項

　 (1) 資産の評価基準及び評価方法

　 ① 有価証券

　 その他有価証券

　 時価のあるもの

　 連結決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。

(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定)

　 時価のないもの

　 移動平均法による原価法によっております。

　 ② デリバティブ

　 時価法によっております。
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　 ③ たな卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によってお

ります。

商品 ………………… 主として個別法

製品 ………………… 総平均法

仕掛品 ……………… 主として個別法

原材料 ……………… 主として移動平均法

貯蔵品 ……………… 最終仕入原価法

　 (2) 固定資産の減価償却の方法

　 ① 有形固定資産（リース資産を除く）

　主として定額法によっております。なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。

建物及び構築物 24～38年

機械装置及び運搬具 　 ８年

　 ② 無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

③ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用してお

ります。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法によっ

ております。

　 (3) 引当金の計上基準

　 ① 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。

　 ② 賞与引当金

　従業員の賞与の支給にあてるため、支給見込額により計上しております。

　 ③ 役員退職慰労引当金

　役員の退任により支払う退職慰労金にあてるため、内規に基づく期末要

支払額を計上しております。
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　 (4) 退職給付に係る会計処理の方法

① 退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末

までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっており

ます。

② 会計基準変更時差異及び数理計算上の差異の費用処理方法

　会計基準変更時差異366,332千円については15年による按分額を費用

処理しております。

　また、数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（７年）による按分額を

それぞれ発生の翌連結会計年度より損益処理しております。

③ 未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法

　未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法について

は、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の

退職給付に係る調整累計額に計上しております。

(5) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しております。

　なお、在外子会社の資産及び負債並びに収益及び費用は、在外子会社の決

算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為

替換算調整勘定に含めております。

　 (6) 消費税等の会計処理方法

　 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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(会計方針の変更等)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以

下「退職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第25号 平成27年３月26日。以下「退職給付適用指

針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本

文に掲げられた定めについて当連結会計年度より適用し、退職給付債務及び勤

務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準か

ら給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の平均残存

勤務期間に近似した年数に基づく割引率から退職給付の支払見込期間及び支払

見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法に変更し

ております。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経

過的な取扱いに従って、当連結会計年度の期首において、退職給付債務及び勤

務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。

　この結果、当連結会計年度の期首の退職給付に係る負債が3,828千円増加し、

利益剰余金が3,828千円減少しております。また、当連結会計年度の営業利益、

経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微であります。
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【連結貸借対照表に関する注記】
　1. 担保に供している資産及び担保に係る債務

　 担保に供している資産は、次のとおりであります。

建 物 38,840千円

土 地 14,008千円

計 52,849千円

　 担保に係る債務は、次のとおりであります。

短 期 借 入 金 20,000千円

長 期 借 入 金（１年内返済予定長期借入金を含む） 4,649千円

計 24,649千円

　2. 有形固定資産の減価償却累計額 7,288,564千円

　3. 受取手形割引高 203,220千円
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【連結株主資本等変動計算書に関する注記】
　1. 発行済株式に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 15,902,500 ー ー 15,902,500

　2. 自己株式に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 24,954 1,150 ー 26,104

　（注）普通株式の自己株式の増加1,150株は、単元未満株式の買取による増加であります。

3. 新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

　4. 配当に関する事項

　 (1) 配当金支払額

決 議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配 当 額
（円）

基 準 日 効 力 発 生 日

平成27年５月22日
定 時 株 主 総 会

普通株式 31,755 ２ 平成27年２月28日 平成27年５月25日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会

計年度となるもの

決 議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配 当 額
（円）

基 準 日 効力発生日

平成28年５月27日
定 時 株 主 総 会

普通株式 利益剰余金 31,752 ２
平成28年
２月29日

平成28年
５月30日
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【金融商品に関する注記】
1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金（主

に銀行借入）を調達しております。また、運転資金の効率的な調達を行うために

取引銀行と当座借越契約を締結しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

また、その一部には、外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されており

ます。

　投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変

動や為替リスクに晒されております。

　営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが４ヶ月

以内の支払期日であります。また、その一部には外貨建てのものがあり、為替の

変動リスクに晒されております。

　借入金は、主に設備投資及び運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、

償還日は最長で決算日後４年以内であります。その一部は、金利の変動リスクに

晒されております。

　デリバティブは、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘ

ッジを目的とした為替予約取引であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

　当社は、適切な与信管理のもとに、営業債権について主管部門において主

要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先ごとに期日及び残高を

管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図

っております。また、連結子会社においてもこれに準じた同様の管理を行っ

ております。

② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

　当社は、一部の連結子会社における外貨建ての債権債務については、先物

為替予約などによるヘッジを行い、為替リスクを最小限に止める努力をして

おります。

　投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状

況等を把握し、保有状況を継続的に見直しております。
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③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリス

ク)の管理

　当社は、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰り計画を作成・

更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理してお

ります。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格のない場合には

合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要

因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が

変動することがあります。

２．金融商品の時価等に関する事項

平成28年２月29日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい

ては、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認めら

れるもの及び重要性の乏しいものについては、次表には含まれておりません。

(単位：千円)
　 連結貸借対照表

計上額
時価 差額

(1)現金及び預金 1,932,813 1,932,813 ―

(2)受取手形及び売掛金 3,919,897 3,919,897 ―

(3)投資有価証券 791,883 791,883 ―

資産計 6,644,594 6,644,594 ―

(4)支払手形及び買掛金 2,000,719 2,000,719 ―

(5)電子記録債務 1,601,972 1,601,972 ―

(6)短期借入金 1,719,931 1,719,931 ―

(7)長期借入金

（１年内返済予定含む）
687,976 690,903 △2,927

負債計 6,010,598 6,013,526 △2,927

(8)デリバティブ取引(※） (737) (737) ―

(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計

で正味の債務となる項目については( )で示しております。
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(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1)現金及び預金

これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似しているこ

とから、当該帳簿価額によっております。

(2)受取手形及び売掛金

　これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか

ら、当該帳簿価額によっております。

(3)投資有価証券

　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

(4)支払手形及び買掛金、(5)電子記録債務、(6)短期借入金

　これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか

ら、当該帳簿価額によっております。

(7)長期借入金（１年内返済予定含む）

　長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場

合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

(8)デリバティブ取引

　為替予約取引の時価は、先物為替相場によっております。

(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表計上額(千円)

非上場株式 69,005

非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め

られるものであるため、「(3)投資有価証券」に含めておりません。

(注3)長期借入金の連結決算日後の返済予定額 (単位：千円）

１年内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

長期借入金 204,653 483,323 ― ―
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【賃貸等不動産に関する注記】
総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

　

【１株当たり情報に関する注記】
　 １株当たり純資産額 273円 83銭

　 １株当たり当期純利益 20円 42銭

【重要な後発事象に関する注記】
　 該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表
(平成28年２月29日現在)

(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

（流 動 資 産）

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

電 子 記 録 債 権

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

（固 定 資 産）

〔有 形 固 定 資 産〕

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 及 び 運 搬 具

工 具、 器 具 及 び 備 品

土 地

〔無 形 固 定 資 産〕

ソ フ ト ウ ェ ア

電 話 加 入 権

〔投資その他の資産〕

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 前 払 費 用

敷 金 ・ 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

6,733,816

1,793,156

1,067,983

291,047

2,502,016

584,924

298,301

83,706

17,151

76,439

11,147

22,919

△14,977

4,886,828

3,730,586

1,822,865

36,761

727,804

38,364

40,540

1,064,251

27,133

15,311

11,822

1,129,108

520,414

578,720

7,793

21,629

20,929

△20,379

（流 動 負 債）

支 払 手 形

電 子 記 録 債 務

買 掛 金

短 期 借 入 金

１ 年 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金

リ ー ス 債 務

未 払 金

未 払 費 用

未 払 法 人 税 等

未 払 消 費 税 等

賞 与 引 当 金

そ の 他

（固 定 負 債）

長 期 借 入 金

リ ー ス 債 務

繰 延 税 金 負 債

退 職 給 付 引 当 金

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

そ の 他

6,231,816

802,756

1,601,972

1,213,702

1,688,000

200,004

9,225

56,299

294,449

204,239

14,375

32,500

114,290

1,070,716

483,323

116,575

97,368

320,033

48,200

5,216

負 債 合 計 7,302,532

純 資 産 の 部

（株 主 資 本） 4,078,911

〔資 本 金〕 1,807,750

〔資 本 剰 余 金〕 786,011

資 本 準 備 金 786,011

〔利 益 剰 余 金〕 1,488,074

利 益 準 備 金 16,926

そ の 他 利 益 剰 余 金

繰 越 利 益 剰 余 金

1,471,147

1,471,147

〔自 己 株 式〕 △2,923

（評価・換算差額等） 239,201

〔その他有価証券評価差額金〕 239,201

純 資 産 合 計 4,318,112

資 産 合 計 11,620,644 負債・純資産合計 11,620,644

　(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

（平成27年３月１日から
平成28年２月29日まで）

(単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 14,836,608

売 上 原 価 12,661,390

売 上 総 利 益 2,175,217

販売費及び一般管理費 1,674,527

営 業 利 益 500,690

営 業 外 収 益

受 取 利 息 21

受 取 配 当 金 49,924

受 取 保 険 料 16,172

受 取 賃 貸 料 13,112

そ の 他 11,729 90,960

営 業 外 費 用

支 払 利 息 16,903

売 上 割 引 4,738

手 形 売 却 損 790

為 替 差 損 3,143

固 定 資 産 除 売 却 損 16,774

そ の 他 1,279 43,630

経 常 利 益 548,020

税 引 前 当 期 純 利 益 548,020

法人税、住民税及び事業税 247,166

法 人 税 等 調 整 額 △15,308 231,857

当 期 純 利 益 316,163

　(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（平成27年３月１日から
平成28年２月29日まで）

(単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金 資本剰余金合計

当 期 首 残 高 1,807,750 786,011 786,011

会計方針の変更による累積的影響額

会計方針の変更を反映した当期首残高 1,807,750 786,011 786,011

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当

当 期 純 利 益

自 己 株 式 の 取 得

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 ― ― ―

当 期 末 残 高 1,807,750 786,011 786,011

株 主 資 本

利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株主資本合計
利 益 準 備 金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 16,926 1,190,568 1,207,494 △2,760 3,798,495

会計方針の変更による累積的影響額 △3,828 △3,828 △3,828

会計方針の変更を反映した当期首残高 16,926 1,186,739 1,203,665 △2,760 3,794,666

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △31,755 △31,755 △31,755

当 期 純 利 益 316,163 316,163 316,163

自 己 株 式 の 取 得 △162 △162

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 ― 284,408 284,408 △162 284,245

当 期 末 残 高 16,926 1,471,147 1,488,074 △2,923 4,078,911
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(単位：千円）

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

当 期 首 残 高 215,878 215,878 4,014,373

会計方針の変更による累積的影響額 △3,828

会計方針の変更を反映した当期首残高 215,878 215,878 4,010,545

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △31,755

当 期 純 利 益 316,163

自 己 株 式 の 取 得 △162

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

23,322 23,322 23,322

当 期 変 動 額 合 計 23,322 23,322 307,567

当 期 末 残 高 239,201 239,201 4,318,112

　(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】
　1. 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式 …… 移動平均法による原価法

　 その他有価証券

時価のあるもの ………………… 期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は、全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの ………………… 移動平均法による原価法

　2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

商 品 …………………………… 主として個別法

製 品 …………………………… 総平均法

仕 掛 品 ……………………… 主として個別法

原 材 料 …………………………… 主として移動平均法

貯 蔵 品 …………………………… 最終仕入原価法

　3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……… 主として定額法によっております。なお、主な耐用年数

は、次のとおりであります。

建物 24年～38年

機械及び装置 ８年

（リース資産を除く)

無形固定資産……… 定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利用可能期間(５年)に基づ（リース資産を除く)

いております。

リース資産 …………所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却の方法と同一の

方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資

産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定

する方法によっております。
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　4. 引当金の計上基準

貸 倒 引 当 金…… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。

賞 与 引 当 金…… 従業員の賞与の支給にあてるため、支給見込額により計

上しております。

退職給付引当金…… 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における

退職給付債務及び年金資産の見込額に基づいて計上して

おります。

なお、会計基準変更時差異312,268千円については、15年

による按分額を費用処理しております。

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（７年）

による按分額をそれぞれ発生の翌事業年度より損益処理

しております。

役員退職慰労引当金…… 役員の退任により支払う退職慰労金にあてるため、内規

に基づく期末要支払額を計上しております。

　5. 消費税等の会計処理方法

　 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

― 34 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2016年04月25日 19時21分 $FOLDER; 34ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



　 (会計方針の変更等)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以

下「退職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第25号 平成27年３月26日。以下「退職給付適用指

針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本

文に掲げられた定めについて当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費

用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給

付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務

期間に近似した年数に基づく割引率から退職給付の支払見込期間及び支払見込

期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法に変更してお

ります。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経

過的な取扱いに従って、当事業年度の期首において、退職給付債務及び勤務費

用の計算方法の変更に伴う影響額を繰越利益剰余金に加減しております。

　この結果、当事業年度の期首の退職給付引当金が3,828千円増加し、繰越利益

剰余金が3,828千円減少しております。また、当事業年度の営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。
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【貸借対照表に関する注記】

　1. 有形固定資産の減価償却累計額 6,861,429千円

　2. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短 期 金 銭 債 権 327,061千円

短 期 金 銭 債 務 125,742千円

　3. 保証債務

関係会社の金融機関からの借入等に対し、次のとおり債務保証を行っておりま

す。

香港包装器材中心有限公司 48,993千円

4. 受取手形割引高 203,220千円

【損益計算書に関する注記】
　関係会社との取引高

　 営業取引による取引高

　売上高 2,399,264千円

　仕入高 265,730千円

　その他 5,984千円

営業取引以外の取引による取引高 32,982千円

― 36 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2016年04月25日 19時21分 $FOLDER; 36ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



【株主資本等変動計算書に関する注記】
　 自己株式に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 24,954 1,150 ー 26,104

【税効果会計に関する注記】
　 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

　 （繰延税金資産）

　未払費用 14,240千円

　貸倒引当金 9,608千円

　賞与引当金 10,669千円

　退職給付引当金 111,065千円

　役員退職慰労引当金 16,994千円

　たな卸資産評価損 29,044千円

　関係会社株式評価損 18,983千円

　減損損失 21,070千円

　その他 68,572千円

繰延税金資産小計 300,250千円

評価性引当額 △208,529千円

繰延税金資産合計 91,720千円

　 （繰延税金負債）

その他有価証券

　評価差額金 △112,649千円

繰延税金負債合計 △112,649千円

繰延税金負債の純額 △20,929千円

　 （注）繰延税金資産の純額は貸借対照表の以下の項目に含まれています。

　 流動資産 ― 繰延税金資産 76,439千円

　 固定負債 ― 繰延税金負債 97,368千円
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【リースにより使用する固定資産に関する注記】
貸借対照表に計上した固定資産のほか、複合フィルム製造設備の一部及び営業用

車両等については、リース契約により使用しております。

【関連当事者との取引に関する注記】
　1. 親会社及び法人主要株主等

（単位：千円）

種 類
会社等の
名 称

議決権の所
有(被所有)
割合(％)

関連当事者との関係 取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

その他の
関係会社

久光製薬
株式会社

被所有
直接 39.8

当社の商品及び製品の販売
役 員 の 兼 任

商品及び製品の販売
(注)１

1,659,204 売 掛 金 165,688

　取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. 包装資材等の販売につきましては、市場価格を勘案して価格交渉の上で決定しておりま
す。

2. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。

　
　2. 子会社及び関連会社等

（単位：千円）

種 類
会社等の
名 称

議決権の所
有(被所有)
割合(％)

関連当事者との関係 取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

子 会 社
丸東印刷
株式会社

所 有
直接 100

外 注 加 工

土 地 等 の 賃 貸

役 員 の 兼 任

製袋工程委
託
(注)1

161,068
支 払 手 形
買 掛 金

49,152
20,316

受取賃貸料
(注)2

12,001 未 収 入 金 2,081

子 会 社
香港包装
器材中心
有限公司

所 有
直接 100

当社の商品及び製品の販売

債 務 保 証
役 員 の 兼 任

商品及び製
品の販売
(注)3

653,294
受 取 手 形
売 掛 金

92,519
13,245

取引高に対す
る債務保証
(注)4

48,993 ― ―

　
　取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. 外注加工につきましては、市場価格を勘案して価格交渉の上で決定しております。
2. 土地等の賃貸につきましては、近隣の地代を参考にした価格によっております。
3. 包装資材等の販売につきましては、市場価格を勘案して価格交渉の上で決定しておりま

す。
4. 債務保証につきましては、香港包装器材中心有限公司の金融機関からの借入等に対し、

債務保証を行ったものであります。なお、保証料の受取りは行っておりません。
5. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して

おります。
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【１株当たり情報に関する注記】
　 １株当たり純資産額 271円98銭

　 １株当たり当期純利益 19円91銭

【重要な後発事象に関する注記】
　 該当事項はありません。

― 39 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2016年04月25日 19時21分 $FOLDER; 39ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平成28年４月12日

丸 東 産 業 株 式 会 社

取 締 役 会 御 中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 増 田 靖 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 佐 田 明 久 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、丸東産業株式会社の平成27年３月
１日から平成28年２月29日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ
れに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有
効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関
連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法
並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討
することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、丸東産業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算
書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書 謄本
独立監査人の監査報告書

平成28年４月12日

丸 東 産 業 株 式 会 社

取 締 役 会 御 中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 増 田 靖 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 佐 田 明 久 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、丸東産業株式会社の平成27
年３月１日から平成28年２月29日までの第69期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査
を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経
営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及
びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般
に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す
るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計
算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産
及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本
　

監 査 報 告 書
　当監査役会は、平成27年３月１日から平成28年２月29日までの第69期事業年度の取締役の
職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を
作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1)監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果

について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2)各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等
に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監
査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び
主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社につい
ては、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて
子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保
するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の
整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統
制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定
期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検
証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応
じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを
確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品
質管理基準」（平成17年10月28日 企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知
を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸
借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並び
に連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結
注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
　(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい
るものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実
は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該
内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、
指摘すべき事項は認められません。

④事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社
の利益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうか
についての取締役会の判断及びその理由について、指摘すべき事項は認められません。

　(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人、有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

　(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人、有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

　 平成28年４月14日
丸東産業株式会社 監査役会

常勤監査役 渡 部 義 久 ㊞
監 査 役 鶴 田 敏 明 ㊞
監 査 役 小 谷 友 一 郎 ㊞
監 査 役 松 田 繁 ㊞

(注) 監査役小谷友一郎及び監査役松田 繁は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監査
役であります。

以 上
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議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類

１．議決権の代理行使の勧誘者 丸東産業株式会社
代表取締役社長 瀧 山 浩 二

２．議案及び参考事項
　第１号議案　剰余金の処分の件

　当期の期末配当につきましては、経営体質の強化と今後の事業展開等を勘案

し、内部留保にも意を用い、当社をとりまく環境が依然として厳しい折から下

記のとおりといたしたいと存じます。

　 期末配当に関する事項

　 (1) 配当財産の種類

　 金銭といたします。

　 (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金２円 総額31,752,792円

　 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

　 平成28年５月30日

　

第２号議案　定款一部変更の件

１. 変更の理由

① 事業環境の変化に対応する迅速な経営の意思決定を可能にするため、現行

定款第22条(代表取締役および役付取締役)第２項の役付取締役を見直し、

役付取締役から取締役会長１名および取締役副社長を削除するものであり

ます。

② 「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年５月1

日に施行され、新たに業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でな

い監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、

適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるように、

現行定款第29条および第40条の一部を変更するものであります。

なお、定款変更案第29条につきましては、各監査役の同意を得ております。
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２. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分であります。)

現 行 定 款 変 更 案

第４章 取締役および取締役会

第18条～第21条（条文省略）

(代表取締役および役付取締役)

第22条（条文省略）

　 ② 当会社は、取締役会の決議により取締

役社長１名を選定し、また必要に応じ

て取締役会長１名および取締役副社長、

専務取締役、常務取締役、取締役相談

役各若干名を選定することができる。

第23条～第28条（条文省略）

(社外取締役との責任限定契約)

第29条 当社は、会社法第427条第１項の規定に

基づき、社外取締役との間で会社法第

423条第１項の賠償責任を限定する契約

を締結することができる。ただし、当

該契約に基づく賠償責任の限度額は、

法令が定める最低責任限度額とする。

第５章 監査役および監査役会

第30条～第39条（条文省略）

(社外監査役との責任限定契約)

第40条 当社は、会社法第427条第１項の規定

に基づき、社外監査役との間で会社法

第423条第１項の賠償責任を限定する

契約を締結することができる。ただ

し、当該契約に基づく賠償責任の限度

額は、法令が定める最低責任限度額と

する。

　

第４章 取締役および取締役会

第18条～第21条（現行どおり）

(代表取締役および役付取締役)

第22条（現行どおり）

② 当会社は、取締役会の決議により取

締役社長１名を選定し、また必要に

応じて専務取締役、常務取締役、取

締役相談役各若干名を選定すること

ができる。

第23条～第28条（現行どおり）

(取締役との責任限定契約)

第29条 当社は、会社法第427条第１項の規定

に基づき、取締役(業務執行取締役等

である者を除く。)との間で会社法第

423条第１項の賠償責任を限定する契

約を締結することができる。ただし、

当該契約に基づく賠償責任の限度額

は、法令が定める最低責任限度額と

する。

第５章 監査役および監査役会

第30条～第39条（現行どおり）

(監査役との責任限定契約)

第40条 当社は、会社法第427条第１項の規定

に基づき、監査役との間で会社法第

423条第１項の賠償責任を限定する契

約を締結することができる。ただし、

当該契約に基づく賠償責任の限度額

は、法令が定める最低責任限度額と

する。
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第３号議案　取締役６名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役全員（７名）の任期が満了となります。つ

きましては、取締役６名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

氏 名
(生 年 月 日)

所有する当社株式の数 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

瀧
た き や ま こ う じ

山 浩 二
(昭和46年10月31日生)

20,000株

平成６年４月 久光製薬株式会社入社

平成16年２月 同社マーケティング部広告課課長

平成19年８月 同社薬粧事業部マーケティング部部長

平成21年２月 当社総務本部長

平成21年５月 当社取締役総務本部長

平成24年11月 当社代表取締役社長 (現 任)

末
す え や す け ん さ く

安 健 作
(昭和17年４月６日生)

40,000株

昭和41年４月 久光製薬株式会社入社

昭和62年４月 同社営業本部長

昭和62年６月 同社取締役営業統括本部長

平成３年５月 同社常務取締役

平成15年３月 当社顧問

平成15年５月 当社代表取締役副社長

平成16年５月 当社代表取締役社長

平成22年５月 当社代表取締役会長

平成25年５月 久光製薬株式会社専務取締役執行役員

平成25年５月 当社取締役会長

平成26年５月 当社取締役相談役 (現 任)

尾
お ざ き た ろ う

﨑 太 郎
(昭和46年６月26日生)

10,000株

平成７年４月 久光製薬株式会社入社

平成17年２月 同社薬粧事業部マーケティング部企画

推進課課長

平成21年２月 同社新商品企画部部長

平成22年２月 同社薬粧事業部マーケティング部部長

平成26年２月 当社総務本部長

平成26年５月 当社取締役総務本部長兼購買本部長

　 (現 任)

矢
や の ひ ろ や

野 宏 也
(昭和26年11月１日生)

10,100株

昭和49年３月 当社入社

平成12年３月 当社大阪営業所所長

平成14年３月 当社東京営業部部長

平成16年３月 当社営業本部副本部長

平成16年４月 当社執行役員営業副本部長

平成18年５月 当社取締役営業本部長

平成20年３月 当社取締役営業統括 (現 任)
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氏 名
(生 年 月 日)

所有する当社株式の数 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

鎌
か ま せ よ う す け

瀬 洋 介
(昭和27年12月15日生)

10,100株

昭和50年４月 当社入社

平成７年３月 当社経理部経理課長

平成15年３月 当社総務本部経理部長

平成18年２月 当社総務副本部長兼経理部長

平成18年４月 当社執行役員総務副本部長兼経理部長

平成20年５月 当社取締役総務副本部長兼経理部長

平成25年１月 当社取締役総務副本部長

平成27年５月 当社取締役経理担当 (現 任)

山
や ま も と と し お

本 俊 男
(昭和24年７月25日生)

10,000株

昭和44年３月 大蔵事務官任官

平成19年７月 福岡税務署長

平成20年８月 税理士登録 (現 任)

平成24年５月 当社監査役

平成27年５月 当社取締役 (現 任)
(注) 1. 各取締役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

2. 山本俊男氏は、社外取締役候補者であります。

3. 山本俊男氏を社外取締役候補者とした理由は、長年にわたり税理士として培われた知

識と経験をもとに当社の経営を監督していただくとともに、当社の社外監査役を３年

にわたり務められたことから、今まで以上経営全般に助言いただくことによりコーポ

レート・ガバナンスの強化に寄与していただきたいためであります。なお、同氏の当

社での社外役員としての在任期間は、本総会終結の時をもって、社外取締役としては

１年で、監査役在任期間を含めると４年となります。

4. 山本俊男氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、税理士として財務に

精通し、企業経営を統治する充分な見識を有していることから、当社は山本俊男氏が

当社監査役及び取締役任期中福岡証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け

出ており、同氏が取締役として承認可決された場合には、同氏は引き続き独立役員と

なる予定であります。

5. 当社は、末安健作氏が取締役として承認可決された場合、第２号議案の定款一部変更

の件が原案どおり承認可決されることを条件として、当社は同氏との間で、会社法第

427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結す

る予定であります。

また、山本俊男氏とは、社外取締役として、同法の規定に基づき賠償責任を限定する

契約を締結しており、同氏が取締役として承認可決された場合、同氏との間で当該契

約の締結を継続する予定であります。なお、末安健作、山本俊男両氏との当該契約に

基づく賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
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　第４号議案　監査役１名選任の件

現任監査役（４名）のうち鶴田敏明氏は、本総会終結の時をもって任期満了

となります。

つきましては、監査役１名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名
(生 年 月 日)

所有する当社株式の数 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

鶴
つ る だ と し あ き

田 敏 明
(昭和30年５月10日生) 16,000株

昭和53年４月 久光製薬株式会社入社

平成15年５月 当社取締役原価管理本部長

平成19年４月 久光製薬株式会社執行役員

平成19年５月 当社取締役退任

平成23年５月 久光製薬株式会社取締役執行役員生産

環境本部長 （現 任）

平成24年５月 当社監査役 （現 任）
(注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 監査役候補者鶴田敏明氏は、過去4年間当社で業務執行者としての経験があり、当社の事業
運営についての指導、提言を期待し、非常勤監査役候補者として選任しております。また同
氏は当社を持分法適用の関連会社としている久光製薬株式会社の取締役を兼務しており、当
社と久光製薬株式会社との間には当社製商品の取引関係があります。

3. 鶴田敏明氏が監査役として承認可決された場合、第２号議案の定款一部変更の件が原案どお
り承認可決されることを条件として、当社は同氏との間で、会社法第427条第１項の規定に
基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、
当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

第５号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

　本総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任される平山正廣氏

に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内

で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、

取締役会に、ご一任願いたいと存じます。

　退任取締役の略歴は次のとおりであります。

氏 名 略 歴

平 山 正 廣
ひ ら や ま ま さ ひ ろ

平成25年５月 当社取締役 (現在に至る)

以 上

― 47 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2016年04月25日 19時21分 $FOLDER; 47ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



福岡方面 筑紫野方面三
国
が
丘

三
　
沢

佐賀方面

久留米方面 久留米方面

大分方面

西
鉄
小
郡 小郡市街

四三島交差点

因幡電工

㈱マセック

干潟工業団地入口交差点

城山公園入口

干潟交差点 夜
須
・
筑
紫
野

I.C入口交差点

筑後小郡I.C

高速大分道

丸東産業
本　　社

県道53号線

西
鉄
電
車

株主総会会場ご案内図

会場 福岡県小郡市干潟892番地１

当社３階会議室

TEL（0942）73-3845

　 ●交通のご案内

　 ・JR鹿児島本線原田駅 車で15分

　 ・西鉄大牟田線三国が丘駅 車で10分

　 ・筑後小郡 I.C 車で５分
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